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研究資金制度プ

ログラム名 
戦略的基盤技術高度化支援事業 

行政事業レビュ

ーシート番号 
平成２９年０１０８ 

上位施策名 － 

担当課室 中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課 

研究資金制度プログラムの目的・概要 

 我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業のものづくり基

盤技術（情報処理、精密加工、立体造形等）の高度化に資する革新的かつハイリスクな研究開発

等を促進することを目的として、中小企業を中心とした共同体による川下企業のニーズを踏まえ

た研究開発に対して、２年度又は３年度の補助を行う。 

 本制度で対象とする研究開発は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成

１８年法律第３３号、以下「中小ものづくり高度化法」という。）に基づく、特定ものづくり高

度化指針（以下「技術指針」という。）に沿うものとして、国が認定する特定研究開発計画（以

下「法認定計画」という。）に従って実施されるものとなる。 

 技術指針には、「市場における川下製造事業者の課題やニーズ」、「課題に対応した高度化目標」

等が設定されており、川下企業からのニーズに対して提供する「用途」の視点から捉えた計画と

なっている。 

 

予算額等（委託・補助（補助率：定額・２／３）） 

※補助は平成２６年度から、共同体のうち大学・公設試等は定額      （単位：百万円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 終了時評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 － 

平成２０年度 

平成２３年度 

平成２６年度 

平成２９年度 

－ 

中小企業を中心

とした共同体 

※1 

H26FY 執行額 H27FY 執行額 H28FY 執行額 総執行額※2 総予算額※3 

101.6 108.0 102.5 1327.7 1581.7 

※1 中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業を含む共同体。 

※2 総執行額は平成 28年度までの合計。 

※3 総予算額は平成 29年度までの合計。 
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Ⅰ．研究資金制度プログラム概要 

０．制度概要 

（１）本制度の背景（中小企業技術政策の歴史） 

○高度成長期からバブル崩壊以前までは、中小企業の技術の改善や高度化のために国が補助金

を拠出。１９９９年の中小企業基本法の改正以降は、中小企業の自主的取組を積極的に支援。

そうした中で２００６年（平成１８年）に中小ものづくり高度化法が公布・施行。 
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（２）サポーティングインダストリーの考え方 

  ○新産業創造戦略２００５等により、高度部材産業・基盤産業への施策の重点化を図ることを

目的としてサポーティングインダストリーの考え方を位置付け。 

 

 

（３）中小ものづくり高度化法の概要 
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（４）特定ものづくり基盤技術の概要 

○中小企業が特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために必要な取り組むべき研究開発等の

方向性や実施方法を示すものであり、特定ものづくり基盤技術ごとに以下の事項が定められ

ている。 

①特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項 

②達成すべき高度化目標 

③高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法 

④特定研究開発等の実施するにあたって配慮すべき事項 

 

○平成１８年６月の法施行後、１７技術を特定基盤技術として指定。その後、経済情勢、技術

動向等を踏まえ、技術の追加及び見直しを実施してきている。具体的には以下のとおり。 

平成１８年６月 １７技術を策定 

組込みソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成

形加工、鍛造、動力伝達、部材の結合、鋳造、金属プレス加工、位置決め、

切削加工、織染加工、高機能化学合成、 

熱処理、めっき、発酵、真空の維持 

平成１９年２月 粉末冶金、溶接の追加（１９技術） 

平成２０年２月 溶射の追加（２０技術） 

平成２１年２月 ９技術を改正 

組込みソフトウェア、金型、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成

形加工、粉末冶金、鍛造、鋳造、金属プレス、熱処理の改正 

平成２４年４月 冷凍空調、塗装の追加（２２技術） 

４技術の名称を変更 

溶射・蒸着、部材の締結、繊維加工、真空 

平成２６年２月 全技術を抜本的に改正（１１技術） 

情報処理、精密加工、製造環境、接合・実装、立体造形、表面処理、機械

制御、複合・新機能材料、材料製造プロセス、バイオ、測定計測 

平成２７年２月 デザイン開発技術を追加（１２技術） 

 

（５）戦略的基盤技術高度化支援事業の概要 

①本制度の目的 

○中小ものづくり高度化法に基づく特定ものづくり基盤技術の高度化につながる研究開発、

その試作等の取組を支援。中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携

して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発等及び販路開拓への取組

を一貫して支援。 

 

②事業実施者 

○中小ものづくり高度化法に基づく研究開発認定を受けた中小企業者を含む共同体（中小企

業者、川下企業、大学・公設試等） 
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③支援規模 

初年度の上限は４，５００万円以内 

２年度目は初年度予算額の２／３以内、３年度目は初年度予算額の１／２以内 

※平成２５年度までは委託事業、平成２６年度より：補助率２／３以内、大学・公設試等は

補助額の１／３（１，５００万円）を上限として定額補助 

 

④支援実績 

平成１８年度から平成２９年度までの間、１，８９５件の採択。 

（予算総額１，５８１．７億円） 

 

 

（６）その他中小ものづくり高度化法に係る支援実績 

①日本政策金融公庫からの特別貸付 

○法認定計画の実施に必要な資金について、日本政策金融公庫より優遇金利（特利③）での

特別貸付の実施。 
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制度  内容  

融資限度  直接貸付:７億２千万円（うち運転資金２億５千万円） 

代理貸付:１億２千万円  

融資利率  ２億７千万円まで（土地に係る資金は除く）:特別利率③  

２億７千万円超:基準利率  

融資期間  設備資金:２０年以内（うち据置２年以内）  

運転資金: ７年以内（うち据置２年以内）  

 

②特許料及び特許審査請求料の軽減 

○認定計画の成果を特許化する場合、(１)特許審査請求料の半額、(２)特許料（第１年分か

ら第１０年分）を半減。 

 

 

③中小企業信用保険法の特例  

○認定計画を実施する中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による債

務保証限度額を拡充。  

 

 

④中小企業投資育成株式会社法の特例  

○認定計画を実施するために増資するような場合には、資本金３億円超の場合であっても、

中小企業投資育成株式会社が株式引受等を支援（通常は資本金３億円以下の中小企業者に

しか投資できない。） 。 
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（７）中小ものづくり高度化法の認定実績 

 

 

＜技術分野別（平成１８年度～平成２５年度）＞ 

 

＜技術分野別（平成２６年度～平成２９年度＞ 

 





9 
 

＜ヒアリング調査による中小企業・専門家のコメント＞ 

○業界に与えた影響として、これまでは熟練した溶接工が数週間掛かっていた製作時間を約 30分に

短縮する事が可能となり、工数およびコストの大幅な削減に貢献したと言える（中小企業）。 

○開発成果の小型化・低背化技術は、川下企業が製造している製品の生産性向上と小型化に大きく

貢献し、それを通じてグローバルも含めた業界全体にも、大きな影響を与えたといえる（中小企

業）。 
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３．当省(国)が実施することの必要性 

（１）中小ものづくり高度化法における位置付け 

（資金の確保） 

第六条 国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金の確保に努めるものと

する。 

 

（２）平成１８年度事前評価時における評価 

①国の制度としての妥当性 

○我が国重要産業の競争力の持続的な維持・強化という観点から、経営基盤の脆弱な中小企

業に対し、資金支援や優遇措置等、競争力の強化に向けた施策を講じる必要性は高い。 

 

②国の関与に対する必要性 

○川上・川下間の情報の非対称性、研究開発における不確実性、人材確保・育成の困難性と

いった課題は、我が国産業を巡る変化の中で生じている構造的な課題であることから、産

業構造を俯瞰し、最適な川上・川下関係の構築や市場環境の整備を図る上で、国の関与は

不可欠。 

○求められる技術の高度性・専門性ゆえに、研究開発の不確実性・リスクが増大し、研究開

発の実施を市場原理に委ねておくと、経営資源の脆弱な中小企業において、必要な取組が

進まず、その結果、我が国重要産業の競争力に重大な影響を及ぼす。 

 

（３）事業の必要性 

○本事業は、「中小ものづくり高度化法」に基づき、国の守るべき基盤技術を特定基盤技術に限

定し、研究開発計画の法認定を受けた事業者に技術開発を支援するもの。認定研究開発計画

のうち、ハイリスクで波及効果の高い革新的なプロジェクトを選定している。 

○本事業を通じて多くの中小ものづくり企業が付加価値の高い製品を生み出し、また、新たな

雇用を創出することにつながるだけでなく、我が国製造業の基盤の強化・新産業の創出を通

じて多大な波及効果も期待できるものであるから、国として実施する必要性が極めて高い。 

 

（４）政策的位置付け 

①新産業創造戦略２００５ （平成１７年６月） 

○高度部材産業・基盤産業への施策の重点化 

 

②新成長戦略 （平成２２年６月） 

○研究環境改善と産業化推進の取組を一体として進めることにより、イノベーションとソフ

トパワーを持続的に生み出し、成長の源となる新たな技術及び産業のフロンティアを開拓

していかなければならない。 

○イノベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行う。 

   

③中小企業憲章 （平成２２年６月） 
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○中小企業の技術力向上のため、ものづくり分野を始めとする技術開発を支援する。 

○経営革新や技術開発などを促すための政策金融や、起業、転業、新事業展開などのための

資金供給を充実する。 

○業種間連携などの取組を支援し、力の発揮を増幅する。 

 

④日本再興戦略 （平成２５年６月） 

○医療、環境分野等の成長分野に中小企業・小規模事業者が直接参入しやすくする。 

 

⑤日本再興戦略改訂２０１４ –未来への挑戦- （平成２６年６月） 

○マーケットインの発想に基づく産学官連携による製品開発を促進するため、デザイン等を

追加する。 

 

⑥未来投資戦略２０１７ （平成２９年６月） 

○中小企業・小規模事業者の技術開発からその事業展開における第４次産業革命への対応に

向け、中小ものづくり高度化法の指針などを含め技術開発の枠組みについて、IoT や AI 等

の技術革新を一層取り込み付加価値向上を進めるための見直しを本年度中に行う。 
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５．制度の実施・マネジメント体制等 

（１）制度の運営について 

○経済産業省本省が制度設計・予算要求を担当し、各管区の経済産業局にて、採択等の執行業

務を実施。 

 

（２）採択プロセスについて 

○事業者の採択にあたっては、以下の審査基準にて審査を実施。 

 

＜審査基準＞ ※公募時点で公表 

Ⅰ．技術面からの審査項目 

①技術の新規性、独創性及び革新性 

②研究開発目標値の妥当性 

③目標達成のための課題と解決方法及びその具体的実施内容 

④研究開発の波及効果 

Ⅱ．事業化面からの審査項目 

①目標を達成するための経営的基礎力 

②事業化計画の妥当性 

③事業化による経済効果 

Ⅲ．政策面からの審査項目 

①産業政策との整合性 

②中小企業政策との整合性 

 

上記、審査基準に基づき、外部有識者による技術面、事業化面での審査、国による政策面の評

価を実施後、外部有識者による審査委員会を経て採択者を決定。 

 

（３）事業実施中のフォローアップ 

○各事業年度の終了後、外部有識者による評価委員会が進捗組状況を評価し、必要に応じて助

言やプロジェクトの中止や見直しを図っている。 

 

（４）成果普及の取組 

○事業実施後、研究開発成果等報告書、成果事例集を作成し、中小企業庁ウェブサイトに公表

することで当該成果の普及に取り組んでいる。 
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＜ヒアリング調査による中小企業・専門家のコメント＞ 

○外部審査（最終・中間評価）は、開発製品に対するネガティブな意見を聞ける非常に貴重な機会であ

り、企業が先生方の発言の真意を確認拝聴できるだけの時間の確保を希望する（中小企業）。 

○評価をしていただいた先生とは今でも相談するなど付き合いがある（中小企業）。 

○自動車メーカーの技術者は、本制度の成果報告書をよく読み込んでおり、開発した技術の問い合わせ

を受けることもある（中小企業）。 

○プロジェクトに事業化の可能性があるかの観点を重視し、採択審査の入り口でのチェック体制を強化

すべきだと考える。また、評価委員をシンクタンク等でチェックする仕組みがあってもよい（専門家）。 

○技術専門家、プロマネの登録など人材プールのような仕組みを作成して、経済産業局からプロデュー

サー等の紹介をして、コーディネートしてもらう仕組みが必要である。事業化段階からでなく最初か

ら入り一気通貫して面倒をみることも必要である（専門家）。 


















